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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成された、少なくとも第１電極を含む陽極層、有機化合物層および第２電極
を含む陰極層からなる有機エレクトロニクス素子に、接着層を介して封止基板が貼合・積
層された有機エレクトロニクスパネルにおいて、
　前記封止基板が金属箔からなり、
　当該金属箔の前記接着層とは反対側の面に、ポリマーフィルムが積層され、
　当該ポリマーフィルムの厚みが前記金属箔の厚みに対し１０％以上、１００％未満であ
り、
　前記封止基板の貼合・積層時または前記接着層の硬化時に加熱されたことを特徴とする
有機エレクトロニクスパネル。
【請求項２】
　前記有機化合物層が発光層を含み、有機エレクトロニクス素子が有機エレクトロルミネ
ッセンス素子であることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項３】
　前記有機化合物層が光電変換層を含み、有機エレクトロニクス素子が有機光電変換素子
であることを特徴とする請求項１に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項４】
　前記金属箔の厚みが９～５００μｍであり、前記ポリマーフィルムの厚みが前記金属箔
の厚みに対し８０％以下であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の有
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機エレクトロニクスパネル。
【請求項５】
　前記金属箔がアルミニウムであり、かつ、当該金属箔の接着層側の面がつや面であるこ
とを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項６】
　前記金属箔における前記ポリマーフィルム側の面の表面粗さが１０ｎｍ以上、０．８μ
ｍ以下であることを特徴とする請求項５に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項７】
　前記ポリマーフィルムのＴｇが、前記封止基板の貼合・積層時または接着層硬化時の加
熱温度より低いことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の有機エレクトロニ
クスパネル。
【請求項８】
　前記ポリマーフィルムの熱収縮率が、前記封止基板の貼合・積層時または前記接着層の
硬化時の加熱温度において０．２％以上、３％以下であることを特徴とする請求項１～７
のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項９】
　前記ポリマーフィルムの熱収縮率が、前記封止基板の貼合・積層時または前記接着層の
硬化時の加熱温度において０．２％以上、１％未満であることを特徴とする請求項８に記
載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項１０】
　前記接着層が熱硬化型のエポキシ系樹脂を含むことを特徴とする請求項１～９の何れか
１項に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項１１】
　前記接着層の厚みが０．１μｍ以上、１００μｍ以下であることを特徴とする請求項１
～１０の何れか１項に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項１２】
　前記ポリマーフィルムが、ポリエチレンテレフタレート系樹脂であることを特徴とする
請求項１～１１の何れか１項に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【請求項１３】
　基板上に形成した、少なくとも第１電極を含む陽極層、有機化合物層および第２電極を
含む陰極層からなる有機エレクトロニクス素子に、接着層を介して封止基板を貼合・積層
して形成する有機エレクトロニクスパネルの製造方法において、
　前記封止基板が金属箔からなり、
　当該金属箔の前記接着層とは反対側の面に、ポリマーフィルムが積層され、
　当該ポリマーフィルムの厚みが前記金属箔の厚みに対し１０％以上、１００％未満であ
り、
　前記封止基板の貼合・積層時または前記接着層の硬化時に加熱することを特徴とする有
機エレクトロニクスパネルの製造方法。
【請求項１４】
　前記封止基板の貼合・積層時または前記接着層の硬化時の加熱温度が５０℃以上、２０
０℃以下であることを特徴とする請求項１３に記載の有機エレクトロニクスパネルの製造
方法。
【請求項１５】
　前記基板を積層する際に、０．０５ＭＰａ以上、５ＭＰａ以下で圧着することを特徴と
する請求項１３または１４に記載の有機エレクトロニクスパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、封止基板（金属箔／導電性）を貼合することで封止した有機エレクトロニク
スパネルにおいて、シール材硬化時の封止端部の電極短絡／基板反り、剥れ等の不具合を
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解決した有機エレクトロニクスパネルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機エレクトロルミネッセンス素子や有機光電変換素子からなる有機エレクトロニクス
パネルの封止に関する。有機エレクトロルミネッセンス素子において発光層を構成する材
料および発光ユニットは、吸湿すると、その発光輝度は著しく損なわれる。また、有機光
電変換素子において、光電変換層を構成する材料および発電ユニットの場合は、吸湿する
と発電性能が損なわれる。そのため、有機エレクトロルミネッセンス素子（有機ＥＬ素子
）や有機光電変換素子の内部の湿度を下げる必要があり、さらに外気から内部を遮断保護
するための手段が設けられている。例えば、ガラスキャップや金属製缶を、接着剤を使用
して封止し、機密空間を作り、その中に乾燥剤を入れるケーシングタイプの方法が開示さ
れている。また近年、プラスチックやガラス基板上に有機発光層等を形成したのち、可撓
性のある薄膜なハイバリアフィルムや金属箔等を用いて接着剤で面接着して封止する密着
タイプの方法が開示され、耐湿性に優れた薄型・軽量な有機ＥＬ素子および有機光電変換
素子が提案されている。
【０００３】
　封止部材としては、ガス透過性が低く安価であるため、金属（板、箔）が多く適用され
るが、導電性があるため、有機ＥＬ素子や取り出し電極等との接触により、電気的な短絡
が発生し、発光不良や均一な発光特性が得られないことが問題となっており、各種方式が
提案されている。また、同様に有機光電変換素子を用いた場合には、発電時のリーク不良
を起こしやすいことが分かった。
【０００４】
　また、硬質、軟質アルミ箔を使い分けることで、封止工程でのハンドリング性向上やシ
ワ防止等を行う方法が提案されている。
【０００５】
　導電性の高い金属製部材を封止部材に使用するときの電気的な短絡発生に対しては、基
板と封止部材との接着層に、粒子状のスペーサを混ぜ込みクリアランス（接触限界、間隙
）を確保する方法が提案されている。
【０００６】
　しかしながら、これもスペーサの厚み分だけ接着材が厚くなるため大気中の水分や酸素
ガスが封止内に浸入し易くなり封止性能が低下してしまう。また、スペーサによるコスト
アップもある。
【０００７】
　金属製部材の表面（片側もしくは両面）に樹脂層を配置し絶縁化処理を施して対応する
方法も提案されているが（例えば、特許文献１、２）、封止部材の端部の接触により短絡
が発生する場合があり根本対策にまで至っていないのが現状である。また、接着層の硬化
収縮により封止基板が電極側に反り、エッジが接触（短絡）する現象も明らかになった。
【０００８】
　また、端部への絶縁層付与はプロセス上困難な場合があるし、もしくはコスト上昇をも
たらす。また、樹脂層による絶縁処理を行った場合には、樹脂層端部からのガス侵入（サ
イドリーク）もあり封止性能が低下してしまう。さらに、また接着部の白濁化や界面の剥
離が発生し品質劣化を伴う。封止部材端部は露出短絡の懸念もある。
【０００９】
　その他、封止部材（基板）に金属箔を使用した場合においては、ハンドリング中のピン
ホールやシワの問題もあり各種検討がなされている。例えば、硬質アルミ箔によるハンド
リング性向上、シワ防止が検討されている（例えば、特許文献３）。しかし、根本対策ま
でには至っていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
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【特許文献１】特開２００１－４３９７０号公報
【特許文献２】特開２００２－９３５７３号公報
【特許文献３】特開２００４－１７１８０６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、封止部材に金属製部材を使用したときの部材の反り（変形）を抑制し
、これによる電気的な短絡を防止し、発光不良の発生や発電時のリーク発生を防止するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の上記課題は以下の手段により達成される。
【００１３】
　１．基板上に形成された、少なくとも第１電極を含む陽極層、有機化合物層および第２
電極を含む陰極層からなる有機エレクトロニクス素子に、接着層を介して封止基板が貼合
・積層された有機エレクトロニクスパネルにおいて、
　前記封止基板が金属箔からなり、
　当該金属箔の前記接着層とは反対側の面に、ポリマーフィルムが積層され、
　当該ポリマーフィルムの厚みが前記金属箔の厚みに対し１０％以上、１００％未満であ
り、
　前記封止基板の貼合・積層時または前記接着層の硬化時に加熱されたことを特徴とする
有機エレクトロニクスパネル。
【００１４】
　２．前記有機化合物層が発光層を含み、有機エレクトロニクス素子が有機エレクトロル
ミネッセンス素子であることを特徴とする前記１に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【００１５】
　３．前記有機化合物層が光電変換層を含み、有機エレクトロニクス素子が有機光電変換
素子であることを特徴とする前記１に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【００１６】
　４．前記金属箔の厚みが９～５００μｍであり、ポリマーフィルムの厚みが金属箔に対
し、１０～１００％の厚みであることを特徴とする前記１～３のいずれか１項に記載の有
機エレクトロニクスパネル。
【００１７】
　５．前記金属箔がアルミニウムであることを特徴とする前記１～４のいずれか１項に記
載の有機エレクトロニクスパネル。
【００１８】
　６．前記金属箔がアルミニウムであり、かつ、該金属箔の接着層側の面がつや面である
ことを特徴とする前記１～４のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【００１９】
　７．前記ポリマーフィルムのＴｇが、前記封止基板の貼合・積層時または接着層硬化時
の加熱温度より低いことを特徴とする前記１～４のいずれか１項に記載の有機エレクトロ
ニクスパネル。
【００２０】
　８．前記ポリマーフィルムの熱収縮率が、前記封止基板の貼合・積層時または接着層硬
化時の加熱温度において０．２～３％であることを特徴とする前記１～４のいずれか１項
に記載の有機エレクトロニクスパネル。
【００２１】
　９．前記１～８のいずれか１項に記載の有機エレクトロニクスパネルを製造することを
特徴とする有機エレクトロニクスパネルの製造方法。
【発明の効果】
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【００２２】
　本発明により、金属製部材を用い封止した際の接着層硬化収縮による反り（変形）を抑
制し、取出し電極との短絡を防止することができる。
【００２３】
　本発明によれば、封止用シール材にスペーサを混入しなくてもよく、また小ギャップで
も短絡の発生がなくなる。
【００２４】
　また、シールギャップを狭くできるため、シール部からのガス浸透が抑えられ封止性能
が向上する。またパネルの薄型化が図れる。
【００２５】
　また、シール部分において、封止部材に絶縁層を設けることなく短絡の発生を抑制でき
る。絶縁層を付与しなくてもよい（付与してもよいが）ので、コストダウンが図れる。
【００２６】
　また、金属箔の場合、ポリマーフィルムを積層することで、金属箔のハンドリングが容
易になりピンホール等の発生も抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】従来構成の有機エレクトロニクスパネルの一例を示す断面図である。
【図２】本発明の有機エレクトロニクスパネルの構成を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明は、基板上に形成された、少なくとも第１電極を含む陽極層、発光層を含む有機
化合物層および第２電極を含む陰極層からなる有機エレクトロルミネッセンス素子（有機
ＥＬ素子ともいう）、若しくは、基板上に形成された、第１電極を含む陽極層、光電変換
粗を含む有機化合物層および第２電極を含む陰極層からなる有機光電変換素子に、接着層
を介して封止基板を貼合・積層して、形成する有機エレクトロルミネッセンスパネル若し
くは有機光電変換パネル（両者を含めて有機エレクトロニクス素子という）であって、前
記封止基板が金属箔からなり、金属箔の、有機エレクトロニクス素子に対向する面側の、
接着層とは反対側の面に、ポリマーフィルムが積層されており、かつ、ポリマーフィルム
の厚みが金属箔の厚み以下であり、封止基板の貼合・積層時または接着層硬化時に加熱す
ることを特徴とするものである。
【００２９】
　接着層の硬化において加熱温度は好ましくは５０℃以上２００℃以下、さらに好ましく
は８０℃～１６０℃の範囲である。１秒～１時間の範囲で加熱することで、熱硬化樹脂の
場合には硬化（架橋反応）が進み、熱可塑性樹脂などの場合には貼合・積層時、熱により
可塑化し冷却の課程で素子に接着する。また、光硬化性接着剤の場合にも、封止基板貼合
後に光の照射と加熱を同時に実施することで硬化（接着）速度を上げることが出来る。
【００３０】
　本発明において封止基板として用いられる金属箔は、厚みが９～５００μｍであり、こ
れにポリマーフィルムが積層され、ポリマーフィルムの厚みが金属箔に対し、１０～１０
０％の厚みであることが好ましい。
【００３１】
　また、前記金属箔としては安価であり、柔軟性があることから、アルミニウムであるこ
とが好ましい。
【００３２】
　アルミニウム箔のつやのないけし面の表面粗さＲａは１０ｎｍ以上であり、好ましくは
５０ｎｍ以上、最も好ましいのは１００ｎｍ以上である。けし面の表面粗さは、好ましく
は０．８μｍ以下、より好ましくは０．５μｍ以下である。この値が小さいとポリマーフ
ィルムとの積層した場合剥離が起きやすい。このけし面の表面粗さが大きくなると有機エ
レクトロニクス素子側に用いた場合素子表面が傷つく不都合が生じるおそれがある。なお
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、つや面は表面粗さＲａが１０ｎｍ未満の光沢のある面である。
【００３３】
　従来構成の有機エレクトロニクスパネルの一例を断面図で図１に示した。
【００３４】
　図１は、基板１上に、第一電極２、さらに例えば発光層等を含む有機機能層３、第二電
極４、からなる有機エレクトロニクス素子が形成され、この上に封止基板５を接着層６に
よりその端部で封止した構成を有する封止された有機エレクトロニクスパネルを示してい
る。
【００３５】
　この様な構成で、金属箔（導電性封止基板）を使用し、パネルを作成したとき起こる電
気的短絡の原因を調査した結果、金属箔と第一電極との端部における接触が大きな原因で
あることが分かった。
【００３６】
　この様な端部における短絡は、例えば、封止の際の接着層の硬化収縮、封止基板貼合時
の圧着によって、また経時によっても徐々に起こる。また、大きなパネルから打ちぬいて
個々に有機エレクトロニクスパネルを作成するときには、例えばカッターによる断裁によ
っても起こる。
【００３７】
　図１には、封止基板で封止した従来構成の有機エレクトロニクスパネルの一例を断面図
で示したが、接着層の硬化収縮によって、金属箔の封止基板が第一電極側に端部で折り曲
げられ、第一電極あるいは取り出し電極と接触し短絡部を形成してしまう様子を同時に示
した。
【００３８】
　例えば、特許文献１あるいは２に記載のように導電性の封止基板である金属箔に絶縁層
を付与すれば効果はあるが、封止基板のエッジについては、また断裁等するため、導電部
が露出してしまう。また、端部への絶縁層付与はプロセス的に封止部材に加工が必要とな
り高価となって対応が難しい。
【００３９】
　図１において説明したように、電気的短絡は、接着層の硬化収縮により封止基板が電極
側に反り、エッジが接触することから起こるので、この電極側への封止基板の反りを防ぐ
ことで、電気的短絡は大幅に減らすことができることを、本発明者は見出し本発明に至っ
たものである。
【００４０】
　従って、本発明は、シール材硬化時の硬化収縮や封止基板貼合時の応力による封止基板
の反り（変形）を防止したことに特徴がある。具体的には、封止基板である金属箔の接着
層面側とは反対の面（裏面：反接着層面）に、ポリマーフィルムを積層する。封止基板の
貼合・積層時またはその後に加熱することで、ポリマーフィルムが収縮し封止基板が第一
電極の側に反りを起こすことを防止して短絡を抑制するものである。
【００４１】
　従って、本発明は、封止基板として金属箔にポリマーフィルムを積層したものを用い加
熱することを特徴とする。
【００４２】
　図２に本発明の有機エレクトロニクスパネルの構成を概略断面図にて示す。
【００４３】
　図１の構成に対し金属箔にポリマーフィルムを積層したものを封止基板として用いてい
る。前記の構成に加え、金属箔５にポリマーフィルム７が積層されている。これにより封
止基板の反りを防ぐものである。接着層を硬化させる時に加熱することで硬化接着層の収
縮に応じて、金属箔の反対側に積層されたポリマーフィルムは適度に収縮して反りを大幅
に減らすことができる。
【００４４】
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　接着層が熱硬化型の場合は、封止基板貼合後に加熱することで接着層の硬化とポリマー
フィルムの収縮が同時に可能となる。接着層が光硬化型の場合は、封止基板貼合後に光の
照射と加熱を同時に実施することで対応可能である。接着層が熱可塑性樹脂の場合は、封
止基板及び接着層を加熱（接着層をメルト）しながら貼合することで対応可能である。
【００４５】
　効率よく封止基板の反りを防止するためには、金属箔の厚みとポリマーフィルムの厚み
の関係を、以下のように選択することが好ましい。
【００４６】
　即ち、本発明において用いられる、封止基板としての金属箔は、厚みが９～５００μｍ
の範囲であることが好ましい。厚みが９μ未満の場合は、使用時にピンホールが形成しや
すく、必要とするバリアー性能（透湿度、酸素透過率）が得られなくなる場合がある。
【００４７】
　また、５００μｍを越えた場合は、金属箔に用いる材料によってはコストが高くなった
り、有機エレクトロニクスパネルが厚くなり薄型化のメリットが少なくなる。
【００４８】
　また、これらの封止基板において、効率よく反りを防止するためには、ポリマーフィル
ムの厚みが金属箔の厚みを超えないこと、さらに、ポリマーフィルムの厚みを、金属箔の
厚みに対し、１０～１００％とすることが好ましい。
【００４９】
　金属箔の厚みに対し、１０％未満である場合は、ポリマーフィルムによる応力が小さく
金属箔の変形を抑制する効果が得られない。
【００５０】
　また、金属箔の厚みに対し、１００％より大きい場合は、熱収縮があるとき、熱収縮に
よる応力が大きくなり金属箔がポリマーフィルム側に反ってしまい（変形）、接着端部に
おいて封止基板の剥れが生じるおそれがある。
【００５１】
　また、ポリマーフィルムの熱収縮率は、封止基板貼合・積層時または接着層の硬化時の
加熱温度にて０．２～３％であることが好ましい。これが０．２％以下だと、熱収縮率が
小さすぎて、金属箔の変形（第一電極基板側への）を抑える効果が小さく、また、３％を
超えると、基板と反対側への反りが大きくなり、また封止基板そのものの剥がれ等を引き
起こすおそれがある。
【００５２】
　熱収縮率は、以下の方法で測定することができる。
【００５３】
　（熱収縮率）
　ポリマーフィルム試料として、３０ｍｍ幅×１２０ｍｍ長さの試験片を各３枚採取する
。試験片の両端に６ｍｍφの穴をパンチで１００ｍｍ間隔に開ける。これを２３±３℃、
相対温度６５±５％の室内で３時間以上調湿する。自動ピンゲージ（新東科学（株）製）
を用いてパンチ間隔の原寸（Ｌ１）を最小目盛り／１０００ｍｍまで測定する。次に試験
片を硬化時の加熱温度に設定した恒温器に吊して３時間熱処理し、２３±３℃、相対湿度
６５±５％の室内で３時間以上調湿した後、自動ピンゲージで熱処理後のパンチ間隔の寸
法（Ｌ２）を測定する。そして、以下の式により熱収縮率を算出する。
【００５４】
　熱収縮率＝（Ｌ１－Ｌ２／Ｌ１）×１００
　例えばＰＥＴの熱収縮率は１２０℃で０．８％程度である。
【００５５】
　また、前記ポリマーフィルムのＴｇが、封止基板貼合・積層時または接着層の硬化時の
加熱温度より低いことが好ましい。これにより、接着剤の硬化収縮にともない、ポリマー
フィルムをこれに追随させ収縮させることができるので、熱収縮率の差が緩和され端部の
硬化接着による変形（カール、折れ）が緩和され、短絡部がこれによっても生じにくくな
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る。
【００５６】
　例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）の場合Ｔｇが７０℃程度なので、熱硬化
接着層を使用した場合、熱硬化温度（加熱温度）を１２０℃とすれば都合がよい。
【００５７】
　また、金属箔を素子表面に貼合して封止するとき、接着層側の金属箔面がつや面（Ｒａ
で１０ｎｍ未満）であることが好ましい。平滑な面が有機エレクトロニクス素子側となる
ため傷や表面の凹凸が、圧力に敏感な素子の表面にダメージを与えにくい。
【００５８】
　本発明において有機エレクトロニクスパネルの基板として用いられるものとしては、ガ
ラス、プラスチック等の基板であるが、これらのみに限定されない。
【００５９】
　プラスチック（樹脂）基板として用いられる基材としては、透明性樹脂フィルムがある
。厚さ１００μｍ～２ｍｍ程度の厚みを有するものが使用される。透明性樹脂フィルムと
しては、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体、エチレン－ビニルアルコール共
重合体、ポリメチルメタアクリレート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルサル
フォン、テトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、ポリ
エステル、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリイミド、ポリエーテルイミド等が挙げ
られるが限定されない。
【００６０】
　また、ガスバリア性が高いガスバリアフィルムを用いることもできる。ガスバリアフィ
ルムとしては、例えば、金属の酸化膜、酸化窒化膜、窒化膜、また金属薄膜等、厚み５０
ｎｍ以上５０μｍ以下の封止機能を有するガスバリア膜を有するフィルム、具体的にはア
ルミナ蒸着フィルム、樹脂フィルムがラミネートされた金属箔等がある。
【００６１】
　封止基板として用いられる金属箔としては、金属の種類に特に限定はなく、例えば銅（
Ｃｕ）箔、アルミニウム（Ａｌ）箔、金（Ａｕ）箔、黄銅箔、ニッケル（Ｎｉ）箔、チタ
ン（Ｔｉ）箔、銅合金箔、ステンレス箔、スズ（Ｓｎ）箔、高ニッケル合金箔等が挙げら
れる。これらの各種の金属箔の中で特に好ましい金属箔としてはＡｌ箔が挙げられる。
【００６２】
　金属箔としては、主に、金属の圧延等により形成された金属の箔またはフィルム等を指
すが、ポリマーフィルム上にスパッタや蒸着等で形成された金属薄膜や、導電性ペースト
等の流動性電極材料から形成された導電膜であってもよい。
【００６３】
　また、金属箔と積層されるポリマーフィルムの材料としては、「機能性包装材料の新展
開（株式会社東レリサーチセンター）」に記載の各種ポリマー材料を使用することが可能
である。
【００６４】
　例えば、ポリエチレン系樹脂、ポリプロピレン系樹脂、ポリエチレンテレフタレート系
樹脂、ポリアミド系樹脂、エチレン－ビニルアルコール共重合体系樹脂、エチレン－酢酸
ビニル共重合体系樹脂、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体系樹脂、セロハン系樹脂
、ビニロン系樹脂、塩化ビニリデン系樹脂等が挙げられる。
【００６５】
　ポリプロピレン系樹脂、ナイロン系樹脂等の樹脂は、延伸されていてもよく、さらに塩
化ビニリデン系樹脂をコートされていてもよい。また、ポリエチレン系樹脂は、低密度あ
るいは高密度のものも用いることができる。
【００６６】
　金属箔の片面にポリマーフィルムを積層する方法としては、一般に使用されているラミ
ネート機を使用することができる。接着剤としてはポリウレタン系、ポリエステル系、エ
ポキシ系、アクリル系等の接着剤を用いることができる。必要に応じて硬化剤を併用して
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もよい。ホットメルトラミネーション法やエクストルージョンラミネート法および共押出
しラミネーション法も使用できるがドライラミネート方式が好ましい。接着剤の厚みは０
．５～１０μｍの範囲が好ましい。
【００６７】
　また、金属箔をスパッタや蒸着等で形成したり、導電性ペースト等の流動性電極材料か
ら形成する場合は、逆にポリマーフィルムを基材としてこれに金属箔を成膜する方法で作
成してもよい。
【００６８】
　本発明において用いられる、接着層は、熱硬化性樹脂、光硬化性樹脂、熱可塑性樹脂な
どを用いることができる。硬化性樹脂の場合は、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリ
コーン樹脂などが挙げられる。接着層の厚みは、０．１μｍ～１００μｍが好ましい。
【００６９】
　耐湿性、耐水性に優れ、硬化時の収縮が少ないエポキシ系熱硬化型接着性樹脂を用いる
ことが、特に好ましい。
【００７０】
　熱硬化性接着剤の場合には、例えば、封止基板の接着面に接着剤を均一に塗布し、該接
着層を介して、基板上にこれを覆うようにして接着面を密着、加熱圧着して硬化貼合する
。０．０５～５ＭＰａの範囲で接着面を密着させればよい。密着させ加熱により硬化する
。
【００７１】
　接着層の硬化において加熱温度は好ましくは５０℃以上２００℃以下、さらに好ましく
は８０℃～１６０℃の範囲である。封止基板に用いたポリマーフィルムのＴｇよりも高い
ことが好ましい。１秒～１時間の範囲で加熱することで、熱硬化樹脂の場合には硬化（架
橋反応）が進み貼合される。
【００７２】
　また、光硬化性接着剤の場合にも、封止基板貼合後に光の照射と加熱を同時に実施する
ことで硬化（接着）速度を上げることが出来る。
【００７３】
　熱可塑性樹脂の場合は、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン・プロピレン共重合
体などのポリオレフィンの酸変性物、エチレン・酢酸ビニル共重合体の酸変性物、エチレ
ン・アクリル酸共重合体、エチレン・メタクリル酸共重合体、アイオノマーなどを用いる
ことができる。特に、有機エレクトロニクス素子を劣化させるアウトガス成分が少ないポ
リエチレン、ポリプロピレンの酸変性物を用いることが望ましい。
【００７４】
　熱可塑性接着剤の場合には、封止基板のアルミ箔の接着面（つや面）に熱可塑性接着剤
（熱可塑性樹脂）（例えばポリプロピレンの酸変性物；三井化学ＱＥ０５０）を、例えば
ラミネートし接着層を成膜する。しかる後、封止基板を、素子を形成した基板上に接着剤
面を密着・積層配置して加熱・貼合すればよい。貼合時の圧力は０．０５～５ＭＰａの範
囲が好ましく、加熱温度は好ましくは５０℃以上２００℃以下、さらに好ましくは８０℃
～１６０℃の範囲である。封止基板に用いたポリマーフィルムのＴｇよりも高いことが好
ましい。熱可塑性接着剤（樹脂）の場合には貼合・積層時の熱により可塑化したのち、冷
却の過程で素子に接着する。
【００７５】
　また、接着層の形成方法としては、材料に応じて、ロールコート、スピンコート、スク
リーン印刷法、スプレーコートなどのコーティング法、印刷法を用いることができる。ま
た、接着層内部の含有水分を除去するために、酸化バリウムや酸化カルシウムなどの乾燥
剤を混入してもよい。
【００７６】
　また、本発明において、封止構造については、中空構造、また、シール材充填密着構造
等を問わない。
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【００７７】
　《有機ＥＬ素子》
　有機ＥＬ素子は、電極間に単数又は複数の有機層を積層した構造であり、例えば、陽極
層／正孔注入・輸送層／発光層／電子注入・輸送層／陰極層等、各種の有機化合物からな
る機能層が必要の応じ積層された構成をもつ。最も単純には、陽極層／発光層／陰極層か
らなる構造を有する。
【００７８】
　正孔注入・輸送層に用いられる有機材料としては、フタロシアニン誘導体、ヘテロ環ア
ゾール類、芳香族三級アミン類、ポリビニルカルバゾール、ポリエチレンジオキシチオフ
ェン／ポリスチレンスルホン酸（ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ）などに代表される導電性高分子等
の高分子材料が用いられる。
【００７９】
　また、発光層に用いられる、例えば、４，４′－ジカルバゾリルビフェニル、１，３－
ジカルバゾリルベンゼン等のカルバゾール系発光材料、（ジ）アザカルバゾール類、１，
３，５－トリピレニルベンゼンなどのピレン系発光材料に代表される低分子発光材料、ポ
リフェニレンビニレン類、ポリフルオレン類、ポリビニルカルバゾール類などに代表され
る高分子発光材料などが挙げられる。これらのうちで、発光材料としては分子量１０００
０以下の低分子系発光材料が好ましく用いられる。
【００８０】
　また発光層中、発光材料には、好ましくは０．１～２０質量％程度のドーパントが含ま
れてもよく、ドーパントとしては、ペリレン誘導体、ピレン誘導体等公知の蛍光色素、ま
た、りん光色素、例えば、トリス（２－フェニルピリジン）イリジウム、ビス（２－フェ
ニルピリジン）（アセチルアセトナート）イリジウム、ビス（２，４－ジフルオロフェニ
ルピリジン）（ピコリナート）イリジウム、などに代表されるオルトメタル化イリジウム
錯体等の錯体化合物がある。
【００８１】
　電子注入・輸送層材料としては、８－ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス（８－ヒ
ドロキシキノリナート）亜鉛等の金属錯体化合物もしくは以下に挙げられる含窒素五員環
誘導体がある。即ち、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾールも
しくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、２，５－ビス（１－フェニル）－１
，３，４－オキサゾール、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－チアゾール、２
，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、２－（４′－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）－５－（４″－ビフェニル）１，３，４－オキサジアゾール、２，５－
ビス（１－ナフチル）－１，３，４－オキサジアゾール、１，４－ビス［２－（５－フェ
ニルオキサジアゾリル）］ベンゼン、１，４－ビス［２－（５－フェニルオキサジアゾリ
ル）－４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン］、２－（４′－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５
－（４″－ビフェニル）－１，３，４－チアジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）
－１，３，４－チアジアゾール、１，４－ビス［２－（５－フェニルチアジアゾリル）］
ベンゼン、２－（４′－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－（４″－ビフェニル）－１，
３，４－トリアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－トリアゾール、１
，４－ビス［２－（５－フェニルトリアゾリル）］ベンゼン等が挙げられる。
【００８２】
　これら発光層、また各機能層に用いられる材料として、分子中にビニル基等の重合反応
性基を有する材料を用い、製膜後に架橋・重合膜を形成させてもよい。
【００８３】
　因みに陽極層に使用される導電性材料としては、４ｅＶより大きな仕事関数をもつもの
が適しており、銀、金、白金、パラジウム等及びそれらの合金、酸化スズ、酸化インジウ
ム、ＩＴＯ等の酸化金属、さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性樹脂が
用いられる。
【００８４】
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　また、陰極層に使用される導電性物質としては、４ｅＶより小さな仕事関数をもつもの
が適しており、マグネシウム、アルミニウム等。合金としては、マグネシウム／銀、リチ
ウム／アルミニウム等が代表例として挙げられる。
【００８５】
　有機エレクトロニクスパネルにおいて、上記の各機能層は、真空蒸着法、またスパッタ
法等の乾式法により形成されてもよく、また塗布、印刷法等の湿式法で成膜されてもよい
。
【００８６】
　《有機光電変換素子》
　次に、有機光電変換素子について説明するが、以下の形態に限定されるものではない。
【００８７】
　本発明で用いることのできる有機光電変換素子としては特に制限がなく、陽極と陰極と
、両者に挟まれた光電変換層が少なくとも１層以上あり、光を照射すると電流を発生する
素子であればよい。
【００８８】
　光電変換層の構成としては、有機半導体材料を積層した構成であれば特に限定されない
が、例えば、ｐ型半導体材料とｎ型半導体材料を積層したヘテロジャンクション型や、ｐ
型、ｎ型両方の半導体材料を混合し、ミクロ相分離構造を有した所謂バルクヘテロジャン
クション型を挙げることができる。内部量子効率向上の観点から、電荷分離効率に優れる
構成が好ましく、バルクヘテロジャンクション型の構造が本願においてより好ましい。
【００８９】
　また、本発明の有機光電変換素子を太陽電池として用いる場合には、太陽光スペクトル
に最適な吸収特性を有する有機半導体材料を用いることが好ましく、効率、意匠性の観点
からより黒い外観である有機光電変換素子であることが好ましい。
【００９０】
　《有機光電変換素子の構成》
　本発明を適用した有機光電変換素子は、支持体の一方面上に、透明電極、光電変換層及
び対電極が順次積層されている。
【００９１】
　また、これに限られず、例えば透明電極や対電極と光電変換層との間に正孔輸送層、電
子輸送層、正孔ブロック層、電子ブロック層、電極バッファー層、或いは平滑化層等の他
の層を有して有機光電変換素子が構成されてもよい。また、正孔ブロック能を有する電子
輸送層、電子ブロック能を有する正孔輸送層であっでもよい。これらの中でも、バルクヘ
テロジャンクション型の光電変換層を有する有機光電変換素子においては、光電変換層と
陽極（通常、透明電極側）との中間には正孔輸送層及び／または電子ブロック層を、光電
変換層と陰極（通常、対電極側）との中間には電子輸送層及び／または正孔ブロック層を
形成することで、バルクヘテロジャンクション型の光電変換層で発生した電荷をより効率
的に取り出すことが可能となるため、これらの層を有していることが好ましい。
【００９２】
　これら正孔輸送層、電子輸送層等の有機材料としては前記有機ＥＬ素子において用いら
れるものと同様のものが用いられる。
【００９３】
　（ｉ）陽極／正孔輸送層／電子ブロック層／光電変換層／正孔ブロック層／電子輸送層
／陰極
　（ii）陽極／電子ブロック能を有する正孔輸送層／光電変換層／正孔ブロック能を有す
る電子輸送層／陰極バッファー層／陰極
　（iii）陽極／陽極バッファー層／正孔輸送層／電子ブロック層／光電変換層／正孔ブ
ロック層／電子輸送層／陰極
　（iv）陽極／陽極バッファー層／正孔輸送層／電子ブロック層／光電変換層／正孔ブロ
ック層／電子輸送層／陰極バッファー層／陰極
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　上記のように、有機光電変換素子は基板上に各層を重ね合わせて重層され構成される。
有機光電変換素子においても、上記各機能層は、真空蒸着法、またスパッタ法等の乾式法
、また塗布、印刷法等の湿式法等、種々の公知の方法により成膜することができる。
【００９４】
　以上の各機能層が前記基板上に形成され、封止基板により封止され有機エレクトロニク
スパネルを構成する。
【実施例】
【００９５】
　以下実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれにより限定されるもので
はない。
【００９６】
　実施例１
　図２の構成に従って、有機ＥＬパネルを作成した。
【００９７】
　〈有機ＥＬパネルの作成〉
　１００ｍｍ×１００ｍｍ×１．１ｍｍのガラス基板上に、陽極としてＩＴＯ（インジウ
ムチンオキシド）を１００ｎｍ成膜した透明支持基板を準備した。これをイソプロピルア
ルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、ＵＶオゾン洗浄を更に５分間行った。
【００９８】
　この透明支持基板上に、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）－ポリスチレン
スルホン酸（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ　Ｂａｙｅｒ社製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　４０８
３）を純水で７０％に希釈した溶液を３０００ｒｐｍ、３０秒でスピンコート法により成
膜した後、２００℃で１時間乾燥し、膜厚３０ｎｍの正孔輸送層とした。
【００９９】
　更に下記組成の発光組成物を１ｍｌとなるように調整し、スピンコートした。（膜厚約
２５ｎｍ）。
【０１００】
　発光組成物
　溶媒：トルエン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００質量％
　ホスト材料：Ｈ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１質量％
　青色材料：Ｉｒ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　０．１０質量％
　緑色材料：Ｉｒ（ｐｐｙ）３　　　　　　　　　　　 ０．００４質量％
　赤色材料：Ｉｒ（ｐｉｑ）３　　　　　　　　　　　 ０．００５質量％
　次いで、電子輸送層用塗布液を下記のように調製し、スピンコーターにて、１５００ｒ
ｐｍ、３０秒の条件で塗布し、電子輸送層を設けた。別途用意した基板にて、同条件にて
塗布を行い、測定をしたところ、膜厚は２０ｎｍであった。
【０１０１】
　（電子輸送層用塗布液）
　２，２，３，３－テトラフルオロ－１－プロパノール　　　１００ｍｌ
　ＥＴ－Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５０ｇ
【０１０２】
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【化１】

【０１０３】
　更に電子輸送層が形成された上記試料を真空蒸着装置に移し、真空槽を４×１０－４Ｐ
ａまで減圧し、前記電子輸送層上に陰極バッファー層としてフッ化リチウム１０ｎｍ及び
陰極としてアルミニウム１１０ｎｍの層を順次蒸着成膜して、有機ＥＬ素子を作製した。
【０１０４】
　（封止基板）
　次いで封止基板として、ポリエステルシートでラミネートされたアルミ箔を作成した。
【０１０５】
　厚み５０μｍのアルミ箔（東洋アルミニウム株式会社製）を用いこのマット面（けし面
）に厚みが異なった（表１に記載）ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムをド
ライラミネーション用の接着剤（２液反応型のウレタン系接着剤）を用いラミネートした
（接着剤層の厚み１．５μｍ）。なお、このアルミ箔のけし面（マット面）の表面粗さは
Ｒａ４７０ｎｍ、因みにつや面のＲａは１ｎｍ以下であった。
【０１０６】
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　（有機ＥＬパネルの作成）
　次いで、作成したＰＥＴラミネートアルミ箔を、有機ＥＬ素子を形成したガラス基板と
略同じサイズ（１００ｍｍ×１００ｍｍ）とし、そのつや面（ＰＥＴラミネート面の反対
側）に以下の熱硬化性接着剤を用いて接着した。
【０１０７】
　（熱硬化接着剤）エポキシ接着剤
　　　ビスフェノールＡジグリシジルエーテル（ＤＧＥＢＡ）
　　　ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ）
　　　エポキシアダクト系硬化促進剤
　熱硬化接着剤はディスペンサを使用してアルミ箔の接着面（つや面）に沿って均一に塗
布し、しかる後、封止基板を、取り出し電極が露出するよう、有機ＥＬ素子を形成したガ
ラス基板上にこれを覆うようにして接着面を密着・配置して、圧着（圧力０．１５ＭＰａ
、時間３０秒）し仮接着した。仮接着された有機ＥＬパネルをホットプレート上に載置し
加熱し（温度１２０℃、３０分）熱硬化接着剤を熱硬化させ、有機ＥＬパネルを作成した
。封止基板の作成に用いたＰＥＴフィルムの厚みが異なる有機ＥＬパネル２～７を得た。
【０１０８】
　また、７５μｍ厚のＰＥＴをラミネートしたアルミ箔を封止基板として用いた有機ＥＬ
パネル７（比較試料）に加え、アルミ箔をポリエステルシートでラミネートせずアルミ箔
のみ（ＰＥＴ厚み０）を封止基板として用いて同様に封止した有機ＥＬパネル１を比較と
して作成した。
【０１０９】
　〈有機ＥＬパネルの評価〉
　作成した有機ＥＬパネルに、各取り出し電極から、低電圧電源（株式会社エーディーシ
ー製、直流電圧・電流源Ｒ６２４３）にて＋５Ｖ（正方向）、－５Ｖ（逆方向）を印加し
その時の電流値を測定し、正逆電流値の比（正方向電流値÷逆方向電流値＝整流比）を算
出し比較を実施した。
【０１１０】
　［整流比の評価ランク］
　◎：１０００以上
　○：１００以上、１０００未満
　△：１０以上、１００未満
　×：１０未満
　また、熱硬化後の、封止端部の剥れを測定した。具体的には封止基板端部において、ポ
リマーフィルム側への反り量（浮き上がり量）をハイトゲージにより測定し、剥れ量とし
た。
【０１１１】
　［剥れ量の評価ランク］
　○：０．０５ｍｍ未満
　△：０．０５ｍｍ以上、０．３ｍｍ未満
　×：０．３ｍｍ以上
　表１に結果を示す。
【０１１２】
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【表１】

【０１１３】
　表１で示されるように、金属箔で封止した有機ＥＬパネルは整流比が低く短絡があるこ
とがわかる。また、ポリマーフィルムを積層した金属箔を用いたものでは、整流比もよく
、また剥がれ量も小さい。なお、金属箔のみまたフィルムの厚みが小さいものは、ガラス
基板からの反りはみられなかった（剥がれ量は「－」で表示した）。また、ポリマーフィ
ルムの厚みが大きくなると、反り量が大きく目視でも端部で剥がれが見られた。本発明の
有効性が確認された。アルミに対するＰＥＴの厚み比率が２０～８０％のものは特に好ま
しい。
【０１１４】
　実施例２
　実施例１と同様に、図２の構成に従って、有機ＥＬパネルを作成した。
【０１１５】
　〈有機ＥＬパネルの作成〉
　実施例１と同様に、１００ｍｍ×１００ｍｍ×１．１ｍｍのガラス基板上に、陽極、正
孔輸送層、発光組成物、電子輸送層、陰極バッファー層、陰極を順次成膜して、有機ＥＬ
素子を作製した。
【０１１６】
　（封止基板）
　次いで封止基板として、ポリエステルシートでラミネートされたアルミ箔を作成した。
【０１１７】
　厚み５０μｍのアルミ箔（東洋アルミニウム株式会社製）を用いこのマット面に厚さ２
５μｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムをドライラミネーション用の接
着剤（２液反応型のウレタン系接着剤）を用いラミネートした（接着剤層の厚み１．５μ
ｍ）。なお、このアルミ箔のけし面（マット面）の表面粗さはＲａ４７０ｎｍ、因みにつ
や面のＲａは１ｎｍ以下であった。
【０１１８】
　次いで、作成したＰＥＴラミネートアルミ箔の接着面（つや面）に熱可塑性接着剤（ポ
リプロピレンの酸変性物；三井化学ＱＥ０５０）を押し出しラミネートし接着層を成膜し
た。熱可塑性接着剤の厚みは３０μｍとした。
【０１１９】
　（有機ＥＬパネルの作成）
　作成した接着層付きＰＥＴラミネートアルミ箔を、有機ＥＬ素子を形成したガラス基板
と略同じサイズ（１００ｍｍ×１００ｍｍ）とし、しかる後、封止基板を、取り出し電極
が露出するよう、有機ＥＬ素子を形成したガラス基板上にこれを覆うようにして接着面を
密着・配置して加熱圧着し貼合した。貼合時の圧力は０．１５ＭＰａ、時間は３０秒とし
、加熱温度を変化させ（表２に記載）、ＰＥＴフィルムの収縮率が異なる条件で複数の有
機ＥＬパネル８～１４を作成した。
【０１２０】
　〈有機ＥＬパネルの評価〉
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　作成した有機ＥＬパネルに、各取り出し電極から、低電圧電源（株式会社エーディーシ
ー製、直流電圧・電流源Ｒ６２４３）にて＋５Ｖ（正方向）、－５Ｖ（逆方向）を印加し
その時の電流値を測定し、正逆電流値の比（正方向電流値÷逆方向電流値＝整流比）を算
出し比較を実施した。
【０１２１】
　［整流比の評価ランク］
　◎：１０００以上
　○：１００以上、１０００未満
　△：１０以上、１００未満
　×：１０未満
　また、貼合後の、封止端部の剥れを測定した。具体的には封止部材端部において、ポリ
マーフィルム側への反り量（浮き上がり量）をハイトゲージにより測定し、剥れ量とした
。
【０１２２】
　［剥れ量の評価ランク］
　○：０．０５ｍｍ未満
　△：０．０５ｍｍ以上、０．３ｍｍ未満
　×：０．３ｍｍ以上
　表２に結果を示す。
【０１２３】
【表２】

【０１２４】
　表２で示されるように、ＰＥＴの収縮率が小さい有機ＥＬパネルは整流比が低く短絡が
あることがわかる。また、ＰＥＴの収縮率が０．２％以上のものは整流比は高く短絡は発
生しない。ＰＥＴの収縮率が３％を超えると封止部材端部の反り量が大きくなり剥れが確
認された。本発明の有効性が確認された。特にＰＥＴの収縮率が０．８～３である場合に
有効であった。
【０１２５】
　実施例３
　図２の構成に従って、有機光電変換パネルを作成した。
【０１２６】
　〈有機光電変換パネルの作成〉
　１００ｍｍ×１００ｍｍ×１．１ｍｍのガラス基板上に、陽極としてＩＴＯ（インジウ
ムチンオキシド）を１００ｎｍ成膜した透明支持基板を準備した。これをイソプロピルア
ルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、ＵＶオゾン洗浄を更に５分間行った。
【０１２７】
　この透明支持基板上に、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）－ポリスチレン
スルホン酸（ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ　Ｂａｙｅｒ社製、Ｂａｙｔｒｏｎ　Ｐ　Ａｌ　４０８
３）を３０ｎｍの乾燥膜厚となるようにスピンコート塗布した後、１４０℃で大気中１０
分間加熱乾燥した。なお、塗布工程は大気中、２５℃相対湿度５０％の環境で行った。
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【０１２８】
　これ以降は、基板をグローブボックス中に持ち込み、窒素雰囲気下で作業した。
【０１２９】
　まず、窒素雰囲気下で上記基板を１４０℃で３分間加熱処理した。
【０１３０】
　次に、クロロベンゼンにＰ３ＨＴ（プレクトロニクス社製：レジオレギュラーポリ－３
－ヘキシルチオフェン）とＰＣＢＭ（フロンティアカーボン社製：６，６－フェニル－Ｃ

６１－ブチリックアシッドメチルエステル）を３．０質量％になるように１：０．８で混
合した液を調製し、フィルタでろ過しながら膜厚が１００ｎｍになるように塗布を行い、
室温で放置して乾燥させた。続けて、１５０℃で１５分間加熱処理を行い、光電変換層を
製膜した。
【０１３１】
　次に、上記一連の機能層を製膜した基板を真空蒸着装置チャンバー内に移動し、１×１
０－４Ｐａ以下まで真空蒸着装置内を減圧した後、蒸着速度０．０１ｎｍ／秒でフッ化リ
チウムを０．６ｎｍ積層し、更に続けて、２ｍｍ幅のシャドウマスクを通して（受光部が
２×２ｍｍになるように蒸着）、蒸着速度０．２ｎｍ／秒でＡｌメタルを１００ｎｍ積層
することで対電極を形成して、有機光電変換素子を作成した。
【０１３２】
　（封止基板）
　次いで封止基板として、ポリエステルシートでラミネートされたアルミ箔を作成した。
【０１３３】
　厚み５０μｍのアルミ箔（東洋アルミニウム株式会社製）を用いこのマット面に厚みが
異なった（表３に記載）ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムをドライラミネ
ーション用の接着剤（２液反応型のウレタン系接着剤）を用いラミネートした（接着剤層
の厚み１．５μｍ）。なお、このアルミ箔のけし面（マット面）の表面粗さはＲａ４７０
ｎｍ、因みにつや面のＲａは１ｎｍ以下であった。
【０１３４】
　（有機光電変換パネルの作成）
　次いで、作成したＰＥＴラミネートアルミ箔を有機光電変換素子を形成したガラス基板
と略同じサイズ（１００ｍｍ×１００ｍｍ）とし、そのつや面（ＰＥＴラミネート面の反
対側）に以下の熱硬化性接着剤を用いて接着した。
【０１３５】
　（熱硬化接着剤）エポキシ接着剤
　　　ビスフェノールＡジグリシジルエーテル（ＤＧＥＢＡ）
　　　ジシアンジアミド（ＤＩＣＹ）
　　　エポキシアダクト系硬化促進剤
　熱硬化接着剤はディスペンサを使用してアルミ箔の接着面（つや面）に沿って均一に塗
布し、しかる後、封止基板を、取り出し電極が露出するよう、有機ＥＬ素子有機光電変換
素子を形成したガラス基板上にこれを覆うようにして接着面を密着・配置して、封止基板
を圧着（圧力０．１５ＭＰａ、時間３０秒）し仮接着した。仮接着された有機光電変換パ
ネルをホットプレート上に載置し加熱し（温度１２０℃、３０分）熱硬化接着剤を熱硬化
させ、有機光電変換パネルを作成した。封止基板の作成に用いたＰＥＴフィルムの厚みが
異なる有機光電変換パネルＳＰ２～ＳＰ７を得た。
【０１３６】
　また、７５μｍ厚のＰＥＴをラミネートしたアルミ箔を封止基板として用いた有機光電
変換パネルＳＰ７（比較試料）に加え、アルミ箔をポリエステルシートでラミネートせず
アルミ箔のみ（ＰＥＴ厚み０）を封止基板として用いて同様に封止した有機光電変換パネ
ルＳＰ１を比較として作成した。
【０１３７】
　〈有機光電変換パネルの評価〉



(18) JP 5660030 B2 2015.1.28

10

20

30

40

50

　作成した有機光電変換パネルに、各取り出し電極から、低電圧電源（株式会社エーディ
ーシー製、直流電圧・電流源Ｒ６２４３）にて＋５Ｖ（正方向）、－５Ｖ（逆方向）を印
加しその時の電流値を測定し、正逆電流値の比（正方向電流値÷逆方向電流値＝整流比）
を算出し比較を実施した。
【０１３８】
　作成した有機光電変換パネルに、各取り出し電極から、暗所で低電圧電源（株式会社エ
ーディーシー製、直流電圧・電流源Ｒ６２４３）にて＋１Ｖ（正方向）、－１Ｖ（逆方向
）を印加しその時の電流値を測定し、正逆電流値の比（正方向電流値÷逆方向電流値＝整
流比）を算出し比較を実施した。
【０１３９】
　［整流比の評価ランク］
　◎：１０００以上
　○：１００以上、１０００未満
　△：１０以上、１００未満
　×：１０未満
　また、熱硬化後の、封止端部の剥れを測定した。具体的には封止基板端部において、ポ
リマーフィルム側への反り量（浮き上がり量）をハイトゲージにより測定し、剥れ量とし
た。
【０１４０】
　［剥れ量の評価ランク］
　○：０．０５ｍｍ未満
　△：０．０５ｍｍ以上、０．３ｍｍ未満
　×：０．３ｍｍ以上
　表３に結果を示す。
【０１４１】
【表３】

【０１４２】
　表３で示されるように、金属箔で封止した有機光電変換パネルは整流比が低く短絡があ
ることがわかる。また、ポリマーフィルムを積層した金属箔を用いたものでは、整流比も
よく、また剥がれ量も小さい。なお、金属箔のみまたフィルムの厚みが小さいものは、ガ
ラス基板からの反りはみられなかった。また、ポリマーフィルムの厚みが大きくなると、
反り量が大きく目視でも端部で剥がれが見られた。実施例１と同様に、有機光電変換素子
においても本発明の有効性が確認された。アルミに対するＰＥＴの比率が２０～８０％の
場合特に有効であった。
【０１４３】
　実施例４
　実施例１において、有機ＥＬパネルのガラス基板に代えて、厚み１２５μｍのポリエチ
レンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムを基板として用いて有機ＥＬパネル作成し、実施例
１と同様の試験を行った。プラスチック基板を用いた場合でも本質的に実施例１と全く同
様の効果が得られた。
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　実施例５
　実施例２において、有機ＥＬパネルのガラス基板に代えて、厚み１２５μｍのポリエチ
レンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムを基板として用いて有機ＥＬパネル作成し、実施例
２と同様の試験を行ったが、その結果、プラスチック基板を用いた場合でも本質的に全く
同様の効果が得られた。
【０１４５】
　実施例６
　実施例３において、有機光電変換パネルのガラス基板に代え、同様に厚み１２５μｍの
ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）フィルムを基板として用いて有機光電変換パネルを
作成し、実施例３と同様の試験を行った。その結果プラスチック基板を用いた場合でも有
機光電変換パネルにおいて同様の効果であり、同様の結果であった。
【符号の説明】
【０１４６】
　１　基板
　２　第一電極
　３　有機機能層
　４　第二電極
　５　封止基板
　６　接着層
　７　ポリマーフィルム

【図１】
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